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道路環境影響評価の配慮書段階における 
動物、植物及び生態系への配慮の考え方と検討手法 

山本裕一郎＊ 井上隆司＊＊ 角湯克典＊＊＊ 栗原正夫＊＊＊＊ 上野裕介＊＊＊＊＊ 
 

1．はじめに 1 

 改正環境影響評価法（平成25年4月完全施行）

により、従来からのアセス（方法書以降の手続き

に係るアセス、EIA）よりも早い段階での環境配

慮（配慮書手続き）が新たに義務付けられた。こ

のため、国土交通省国土技術政策総合研究所（以

下、国総研）環境研究部道路環境研究室では、配

慮書段階の検討の参考として、「道路環境影響評

価の技術手法」（以下、技術手法）に配慮書段階

の手法1)を追加した。 
 配慮書手続きの導入に至る経緯は、平成9年の

環境影響評価法の成立時における衆参両院の附帯

決議や、それ以前から提唱されていた戦略アセス

（SEA）の導入に係る議論に遡る。SEAは生物多

様性をはじめとする自然環境保全の観点から提唱

された面があり、今回の環境影響評価法の改正に

先立って、第3次環境基本計画（平成18年）や第

3次生物多様性国家戦略（平成19年）等に、その

導入・推進に向けた内容が盛り込まれてきた。 
これらの情勢から、今後の配慮書段階の検討に

おいても、動物・植物・生態系が計画段階配慮事

項（配慮書段階で評価する影響要因・環境要素）

に選定される場合が多いことが想定される。この

ため、道路環境研究室は緑化生態研究室と連携し

て、配慮書段階の動物・植物・生態系に係る調査、

予測及び評価の考え方と検討手法についても技術

手法本文と並行して検討を進め、今般、技術手法

の参考資料 2)としてとりまとめた。本稿では、そ

の概要を紹介する。 

2．配慮書段階における検討の考え方 

配慮書段階の検討はEIAと実施時期が異なるた

め、検討の観点もEIAとは異なると考えられる。

そこで、まず、配慮書段階において検討すべき事

項と検討対象の考え方を整理した。 
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図-1 配慮書段階 (上)とEIA(下)の検討の観点  

 

2.1 配慮書段階で検討すべき事項 
配慮書段階における検討の意義は、概略ルー

ト・構造を検討する段階における複数案を通して、

EIAの段階になってからでは対応が難しい影響の

回避や低減を模索できる点にある。このため、配

慮書段階の事業計画の熟度と検討スケールに応じ

て、EIAよりも広域的・大局的な観点に立ち、こ

の段階であるからこそ有効に配慮できる「重要な

自然環境」（検討対象）の把握と対応を追求すべ

きと考えられる。配慮書段階とEIAそれぞれの検

討の観点のイメージを図-1に示した。 
このように、配慮書段階の検討とEIAは検討の

観点が異なるため、各段階で検討すべき事項を明

確にして役割分担を図ると共に、両者の連係に

よって、全体として効果的かつ効率的な環境保全

の実現につなげるべき点に留意する必要がある。 

 
検討の結果、案 2が選択された場合 

特集：道路事業における環境保全を支える環境影響評価技術 
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2.2 検討対象の考え方 
配慮書段階で検討対象とすべき「重要な自然環

境」の考え方は、全事業種共通の技術的指針であ

る基本的事項（平成24年4月2日環境省告示第63
号、以下、基本的事項）を踏まえて、「動物・植

物」と「生態系」に分けて整理した。 
2.2.1 動物・植物 

動物・植物における検討対象の例を表-1に示す。

【基本】となるのは、重要な種・群落等が確認・

報告されている場所や、自然環境の保全を目的と

して法令等により指定されている場所などの「位

置情報」であり、概ね [基 -1]～ [基 -3]に分類され

る。[基 -1]は、重要な種・群落の捉え方として、

学術上又は希少性の観点の他、地域の象徴である

など住民等の関心が高い動物・植物についても、

構想段階PI等を通じて検討対象に加えるべきと

考えられることから、基-1-1と基 -1-2に区分した。  
一方、配慮書段階で入手可能な既存資料から得

られる【基本】の「位置情報」は、そもそも記録

が少ない場合や貴重種であるが故に公開情報が少

ないことも想定される。また、配慮書段階から

EIAを経て事業着手までの期間が長くなる場合は、

環境の経年変化によって、配慮書段階における

「位置情報」がEIAや事業実施段階で活用できな

い等の課題もある。【補足】の「生息・生育の場 

表-2 検討対象として抽出すべき「重要な自然環境」の例（生態系） 

(ｲ)自然林、湿原等の改変を受けていない脆弱な環境 

(ﾛ)里地・里山並びに湿地帯等の減少している環境 

(ﾊ)水源涵養林、干潟等の重要な機能を有する環境 

(ﾆ)都市に存する樹林地等の地域を特徴づける環境 
 
として機能している可能性が高い自然環境」は、

これらの制約や課題を補完し、当該種又は種群の

生息・生育の維持・存続に資するものとして、重

要な種又は種群の生息・生育可能性（ポテンシャ

ル）に着目して位置付ける観点である。 
【基本】が検討の主であるが、【補足】の観点を

加えることで、配慮書段階で検討すべき「重要な

自然環境」の効果的な抽出を図るものである。 
2.2.2 生態系  

生態系については、基本的事項に従い、配慮書

段階の検討において、EIAで検討するような地域

の生態系への影響を網羅的に把握する必要はなく、

表-2に示したような自然環境を「場」の観点から

抽出することとした。 
これらは動物・植物において「種・群落」の観

点から抽出される対象（特に【補足】の観点）と

同一のものが抽出される場合が想定されるが、そ

れぞれ異なる観点からの抽出であり、両者のアプ

ローチによって「重要な自然環境」が網羅的に抽

出されることを期待するものである。 

区 分 検討対象 

【基本】重要な種・群落等の確認場所、法令等による指定場所 

 

[基-1] 重要な種・群落の分布、生息又は

生育が確認・報告されている場所 

以下のような種・群落の分布、生息又は生育が確認・報告され

ている場所 

 基-1-1：学術上又は希少性の観点から

重要な種・群落の場所 

 

・天然記念物、レッドリスト等の掲載種 

・生物多様性地域戦略、環境基本計等の戦略・計画・目標等に

記載されている地域の注目種 など 

基-1-2：地域の象徴である等の理由か

ら注目すべき重要な種・群落の場所 

・地域の象徴として文献等に取り上げられている種 

・地域住民に親しまれている種 

[基-2]動物の集団繁殖地等注目すべき生息

地として確認・報告されている場所 

・動物の集団繁殖地 

・渡り鳥の渡来地、越冬地 など 

[基-3]環境の保全等を目的として法令等に

より指定されている場所 

・天然記念物の指定地 

・自然公園地域 

・指定湿地 

・指定緑地 など 

【補足】重要な種又は種群の生息・生育場所として機能している可能性（ポテンシャル）が高い自然環境 

 

[補]重要な種又は種群の繁殖地、餌場、ね

ぐら等の生息の場並びに生育の場となっ

ている樹林、水辺環境等 

※重要な種の捉え方は[基-1]に準ずる。 

＜樹林＞ 

・自然林 

・二次林 

・植林 など 

＜水辺環境＞ 

・河川及び氾濫原 

・湿地 

・湧水 など 

 

表-1 検討対象として抽出すべき「重要な自然環境」の例（動物・植物） 
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3．配慮書段階における検討手法 

次に、先述した配慮書段階における検討の考え

方と検討に資する自然環境に関する情報の整備動

向を踏まえて、事業者が実施可能な検討手法を例

として整理した。検討の流れは、 (1)地域特性の

把握→(2)調査→(3)予測→(4)評価である。ここで

は、動物・植物について、これらを順に述べる。 
3.1 地域特性の把握（情報収集） 
 地域特性の把握は、計画段階配慮事項の選定に

あたり、対象道路事業実施想定区域及びその周囲

に関する既存資料に基づいて、当該地域の自然的

状況（動植物の生息・生育状況等）及び社会的状

況（土地利用の状況、地域における計画・目標

等）を把握するものである。既存資料としては、

自然環境保全基礎調査（環境省）や生物多様性地

域戦略（都道府県等）等の様々な文献が考えられ

る。技術手法の参考資料２ )では、これらの自然環

境に関する情報の動向を付録に整理しているので、

こちらもご参照いただきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 調査（検討対象の抽出）の手法例 
 調査は、地域特性の把握で収集した既存資料等

の情報に基づいて、検討対象となる「重要な自然

環境」を抽出するものである。2.1で述べたよう

に配慮書段階の検討はEIAと観点が異なるため、

EIAと同様の手法による必要はなく、比較的簡易

な手法により行うものとして整理した。 

3.2.1【基本】重要な種・群落の確認場所等を抽出する手法 

1) 地域特性の把握において収集した既存資料に

より、 [基 -1]～ [基 -3]に該当する検討対象を抽

出することを基本とした。  
2) 一方、2.2で触れたように、現段階では一般

に入手可能な既存資料による情報（特に [基 -1]
に関する位置情報）は限定的であることが想定

される。これを補足するため、地域の自然環境

に詳しい専門家や地方公共団体（環境部局、博

物館等）へのヒアリング等により、知見の収集

を行うことが有効であると考えられる。 
【基本】の抽出イメージを図-2の左上に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【補足】重要な種又は種群の生息・生育場所として機能している
可能性（ポテンシャル）が高い自然環境 

【基本】重要な種・群落等の確認場所、法令等による指定場所 

（ベース図：国土地理院 1/25000数値地図） （ベース図：国土地理院 1/25000数値地図） 

（ベース図：国土地理院 1/25000数値地図） 

図-2 動物・植物における検討対象（重要な自然環境）の抽出イメージ 

＜調査結果の総括＞ 
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3.2.2【補足】生息・生育場所と機能している環境を抽出する手法 
1) レッドデータブックや図鑑・論文等の生息・

生育環境に関する文献及び動植物の知識を有す

る者の判断により、重要な種又は種群の生息・

生育の場となっている場所の情報を収集する。 
2) 収集した重要な種又は種群の生息・生育環境

に該当する場所を、自然環境保全基礎調査の統

一凡例の大区分等を参考として整理し、植生図

を用いて地図上で把握する（図-2の右上）。 
 また、近年、研究が進められている生息・生育

適地モデルを利用して把握する方法も考えられる。 
3.2.3 調査結果の総括 
【基本】と【補足】で抽出した検討対象を重ね

合わせることにより、当該地域における「重要な

自然環境」を総括して整理する（図-2の下）。 
3.3 予測・評価の考え方 

道路事業による自然環境への主な影響要因は、

土地改変に伴う「検討対象の縮小・減少」と、道

路が存在することによる「検討対象の分断」が考

えられる。配慮書段階の検討における予測は、検

討対象（調査の結果として抽出された重要な自然

環境）と概略ルートの位置関係から、検討対象に

係る影響の回避又は改変、分断による状況の変化

を整理することと位置付けられる。また、評価は

予測の結果から、影響要因による検討対象への重

大な影響の有無・程度を整理することと位置付け

られる。 
検討対象には、性質（点、線、面的）と大きさ

等の特徴がある。また、配慮書段階の事業計画は

幅を持った概略ルートである。予測・評価にあ

たっては、この点に留意するとともに、この段階

で影響の有無・程度が判定できない場合において

は、EIAで引き続き回避・低減等を検討すること

として、その旨をEIAに引き継ぐ必要がある。 

4．おわりに 

 本稿では道路事業の配慮書段階について、動

物・植物・生態系に係る検討の考え方と検討手法

を紹介した。道路アセスの実務に際しての参考と

なれば幸いである。 
今後は実際の道路アセスにおける適用事例の蓄

積や科学的知見の進展を踏まえて、必要に応じて

手法の改定、高度化を検討する予定である。 
なお、円滑な計画策定を進める上では、事業者、

計画策定者をはじめ、住民や地方公共団体、委員

会等の計画策定に関わる各主体が、「配慮書段階

の検討」の趣旨と意義、EIAとの役割分担を認

識・共有して臨むことが重要であると考えられる。 
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